
（趣旨）

して、居宅要支援被保険者等（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条

の４５第１項第１号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。）その他の

支援が必要な高齢者（以下「高齢者等」という。）を支援する団体に、地域での支え

金（以下「補助金」という。）を交付することについて、 （平

る。

（補助対象団体）

第２条 事業の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体（以下

「補助対象団体」という。）とする。

(1) 市内で活動する構成員が３人以上の団体

(2) 市が配置する生活支援コーディネーターと連携して、地域の協力体制構築に寄

与すること。

(3) 高齢者等からの依頼及び問合せに対応する者（以下「調整役」という。）を定め

ていること。

(4) 宗教的又は政治的な活動を目的としていないこと。

又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

（補助対象事業）

第３条 補助対象事業は、市内在住の高齢者等を訪問し、ゴミ出し、掃除等の生活支

援及び、通院、買い物等の外出支援等日常生活における困りごとに対する支援（以

下「住民主体サービス」という。）を行う事業とする。

（交付対象経費）

第４条 補助金の対象となる経費は、住民主体サービスに要する経費であって、別表

１に定めるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

（補助金の種別等）

第５条 補助金の種別及び基準等は別表２に掲げるとおりとし、補助金の額は、同表

に基づき算定して得た額とする。ただし、国、県その他の機関が交付する補助金等

の対象となっている経費は、補助の対象としない。また、年間を通じて住民主体サ

ービスの提供を受ける者（以下「利用者」という。）のうち居宅要支援被保険者等が

いない場合は、補助金を交付しないものとする。

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。



３ 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

４ 補助金は、交付決定日を含む月以降を支給対象とする。

（交付の申請）

第６条 補助対象団体で補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）

は、事業開始前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(2) 実施計画書（様式第２号）

(3) 収支予算書（様式第３号）

(4) 規約又は会則（法人にあっては定款）

(5) 構成員名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

（交付の決定）

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、 ・活動Ｂ事業補助金交付決定通知書（様

式第４号）により通知するものとする。

（実績報告）

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体（以下「交付団体」という。）

は、補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日までに、次の書類を市長に

提出しなければならない。

(2) 活動報告書（様式第６号）

(3) 収支報告書（様式第７号）

(4) 利用者名簿

(5) 経費の支出を証する書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第９条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当で

助金額確定通知書（様式第８号）により通知するものとする。

（補助金の請求）

ス・活動Ｂ事業補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。

ただし、市長が特に必要があると認めるときは、第７条の規定による交付決定の後

に、補助金の全部又は一部を交付することができる。

（交付決定の取消し等）

第１１条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの

部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め



るものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

（関係書類の保管）

第１２条 交付団体は、補助金に関する収支帳簿、領収書その他の関係書類を整備し、

補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。

（保険の加入）

第１３条 交付団体は、従事者及び利用者が、安心かつ安全にサービスを提供又は利

用できるよう、その活動に対する傷害保険等に加入しなければならない。

（遵守事項）

第１４条 交付団体は補助事業を実施するにあたり、介護保険法施行規則第１４０条

の６２の３第２項各号に掲げる基準を遵守するものとする。

（公表）

第１５条 市は、交付団体の実施する次の各号の内容を公表するものとする。

(1) 団体名

(2) 活動地域

(3) 利用対象者要件

(4) 利用者負担金

(5) 利用に関する連絡先

(6) 利用に関する受付時間

(7) 活動内容

(8) 前項に掲げるもののほか、サービスの利用に関して必要な事項

（委任）

第１６条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。

附 則

この告示は、令和８年４月１日から施行する。



別表１（第４条関係）

別表２（第５条関係）

対象経費 内容

報償費 研修講師謝礼、ボランティア謝礼、コーディネーター謝礼

需用費 消耗品費、印刷製本費

役務費 通信運搬費、手数料、電話代

賃借料 自動車借上料（個人所有車両を除く。）、会場使用料

保険料 事業に係る保険料（個人所有車両にかかる個人名義の自動車

保険料を除く。）

備品購入費 申請初年度に限る。

補助金の種別 補助基本額 補助金額 補助対象とする基準

生活支援 年額 120,000 円を限

度とする。ただし、

年度途中の申請の場

合は、交付決定日の

属する月から当該申

請日の属する年度の 3

月までの月数に

10,000 円を乗じた額

を限度とする。

別表 1 に定め

る交付対象経

費の支出額の

合計額と補助

基本額を合算

した額のいず

れか少ない額

高齢者等の利用者が 5

人以上であること。

（居宅要支援被保険

者等を含むこと。）

車両を利用し

た生活支援

（外出支援）

実施加算

年額 60,000 円を限度

とする。ただし、年

度途中の申請の場合

は、交付決定日の属

する月から当該交付

決定日の属する年度

の 3 月までの月数に

5,000 円を乗じた額を

限度とする。

立ち上げ費 50,000 円を上限とす

る。

※立ち上げ時の年度

のみ

高齢者等の利用者

が 5 人以上を見込め

ること。（居宅要支援

被保険者等を含むこ

と。）



立ち上げにかかる経

費のみを対象とす

る。


